

 HYPERLINK "http://x3.ninja-systems.com/bin/gg?024112619" \t "_blank" 



忍者ツールズ 
国際法模擬裁判大会ハンドブック（メモリアルテクニック編）

2I.
メモリアルの書き方


2A.
三段論法の確認


21.
法的根拠


22.
事実認定


23.
法的帰結


24.
量的バランス


2B.
脚注は何に使うか


3C.
点の高いメモリアル作りのために


3II.
引用文献一覧


3III.
目次


3A.
自動目次作成機能を使う


3B.
目次機能使用への準備


3C.
目次を自動作成する


3IV.
脚注の付け方・書き方


3A.
脚注の付け方


3B.
脚注の書き方


31.
論文


32.
本


33.
判例


34.
条文・国連文書


35.
略称表記


3V.
体裁と書式


3A.
「見出し」機能を使って体裁を整える。


31.
「見出し○」ごとにフォントサイズや文字飾りなどを統一的に設定


32.
I.II.III･･･やA.B.C･･･、1.2.3.･･･のような数字などの体裁を付ける


3B.
メモリアル作成時の書式設定の注意事項


3C.
セクションの区切り




（以上、ワードの自動目次作成機能を使用）
I. メモリアルの書き方
A. 三段論法の確認
「法的根拠」　→　「事実認定」　→　「法的帰結」
1. 法的根拠
・条文や慣習法の解釈が問題になっているときは
「条文・慣習法の提示」　→　「判例・学説による解釈の提示」
・慣習法の有無が問題になっているときは
有の証明　：　「判例の慣行性・学説の提示」により一般慣行化していることを証明
無の証明　：　「判例の一貫性のなさ・学説の提示」により慣習法の不存在を証明
2. 事実認定
原告・被告ともに、自分側に有利な部分を強調しながら、「法的根拠」で提示・証明したことが、本件に該当すること、若しくは該当しないことを述べていく。
3. 法的帰結
「事実認定」の部分で、該当する若しくは該当しないことが述べられたら、必然的に合法であるか違法であるかということが導き出せ、それを述べる。
4. 量的バランス
法的根拠：事実認定：法的帰結　＝　４：３：２
書き方によって違うし、これが正しいわけでもないし、私見である。他の経験者の意見も参考にしてみてほしい。
B. 脚注は何に使うか
「脚注」は、「法的根拠」のオーソリティーの提示のために使うものである。具体的に言うと、条文・判例・学説などの論者及び参照元の提示である。そして、ここで、注意しなければならないのは、規則上、オーソリティー以外での使用をしてはならない。つまり、文書の補足的な説明を脚注に書くのは厳禁なのである。
なお、意識として心がけてほしいのは、「法的根拠」の部分については、一文ごとに脚注を付け、オーソリティーをはっきりさせることが必要である。一文中で、接続詞を使い、参照元が変わる場合には、接続詞の前で、脚注を付けるべきである。
Example

	（条文の提示）1。（条文の解釈の学説１）2。（条文の解釈の学説２）3、そして、（条文の解釈の判例）4。


1 ～条約第○条○項；～条約第○条○項。
2 論文１；論文3。
3 論文2。
4 判例1；判例2；判例3；判例4。


C. 点の高いメモリアル作りのために
· 本文は簡潔にまとめ、そして、一文に対してたくさんのオーソリティーを付ける。
· 良いメモリアルほど脚注の量が多い。各ページ三分の一以上の脚注を目指せ。
· 判例を提示する際に、本文中に事件名を書くな。
· 減点対象にならないような細かい言葉のミスを気にするな。
一番注意すべきは、論文のカットアンドペーストをして、本文でだらだらと説明しすぎないようにし、自分の言葉を用いて記述するようにすることである。メモリアルの採点官及び裁判官は有識者であり、だらだらと説明する必要はないのである。本文は簡潔にまとめ、論拠の詳細などは脚注のオーソリティーに求めればよいのである。それは、採点官も、本文が自分の知識外であったならオーソリティーを当たるはずだからである。
そして、ひとつのオーソリティーに頼り過ぎずに、たくさんの人の学説を提示することにより、その本文の「法的根拠」の信憑性の高さを主張するべきである。脚注の多さは英語の論文を一度開いてみるといいだろう。もちろんネット上で検索可能なものでかまわない。ワードで40ページある論文でも、半分以上が脚注というものがざらである。たくさんの脚注をつけるに当たっては、論文の中の脚注をそのまま、もらってくるのもひとつの手である。各ページに対し、三分の一以上の脚注があると、すばらしいといえる。
また、本文で判例を提示する際に「～事件においては、～と判事された」という書き方はするべきではない。それは、判決の法的拘束力が、その判決の事件の当事者において勝つその特定の事件に関してのみを拘束するからである（ICJ規定59条）。つまり、一つの判例を提示しただけでは、その判例の一般性が示せないのである。そのため、本文記述の際には事件名などは書かず「～であるとされる」と一般化した書き方をする必要がある。
もう一点、挙げておきたいのは、細かい言葉のミスを気にするなということである。もちろん、誤字脱字がなく、略称表記や脚注の書き方に統一性が取れているにこしたことはない。しかし、そちらに目が行き過ぎて、減点の対象となるような文字数や行数の制限を見落とすと損をするのである。減点対象とならないものにはこだわらないように注意。
悪い例
	（解釈の学説を～
だらだらと説明）1。
～事件においては、～の解釈として、
～であると判事された2。


1 　学　説　1　。
2 　判　例　1　。



良い例
	
（解釈の学説をまとめて簡潔に説明）1。
～の解釈は、～であるとされる2。


1 　学　説　1　；　学　説　　2　；　学　説　3　；。
2 　判　例　1　；　判　例　2　；　判　例　3　；　判　例　4　。


II. 引用文献一覧
　ワードには引用文献を作成する機能もあるが、次に挙げる自動目次機能ほど、使いやすさや簡易性にかけ、実用性はあまりない。引用文献一覧は上述した脚注から、参照ページを抜いたものを論文・本・判例・条約などに分類し、一覧化するのが一番簡単であると思われる。
III. 目次
A. 自動目次作成機能を使う
最後のほうに、手入力で作ろうとすると最悪の思いをするのが目次です。理由付け本文の細かい論点まで、目次内で、ページ付けをしなければならないためです。しかし、ワードには自動目次作成機能があり、作成当初から、少しだけ、気配りをしているだけで、5秒で、目次が完成します。本レジュメの目次も自動目次作成機能を使っています。
B. 目次機能使用への準備
まず、[書式設定]ツールバー
を出しておきましょう。
メニューバーから　[ツール]　→　[ユーザー設定]

	「ツールバー」タブを選択します　
設定項目
・[書式設定]　をチェック状態にしてください。
↓
[ok]を押す


ここで、本レジュメの目次を見てください。実は目次に記載されている項目はすべて、本文中に「見出し」として記入されている文字列で構成されています。つまりは、見出しとなる部分を「見出し」として、ワードに認識させておくことによって、自動的に目次を作成させることができるわけです。
　さて、「見出し」としての認識のさせ方ですが、本文中の見出しにしたい部分（行単位）をマウスやキーボードを使って選択します。そして、[書式設定]ツールバーのスタイル設定で、「見出し1」「見出し2」「見出し3」・・・を選びます。数字は階層の違いです。本目次のインデントの浅い順に「見出し1」「見出し2」「見出し3」という設定になっています。準備はここまでとなります。
C. 目次を自動作成する
メニューバーから　[挿入]　→　[索引と目次]

	「目次」タブを選択します　
設定項目
・[ページ番号を表示する]　をチェック状態にしてください。
・[ページ番号を右揃えにする]　をチェック状態にしてください。
↓
[ok]を押す


注意点としては、上記操作を行った時点での目次を作成します。その後、文書の修正を加えて、ページ数や見出し内容が変わった時には別途更新をする必要があります。
更新は自動作成された目次の部分を右クリックして、[フィールド更新]という項目から行います。
　もし、見出し数が、「見出し3」までで足りなかった場合、上記、[ok]を押す前のところで、[アウトライン レベル]を多くすると見出しの階層が増えます。
IV. 脚注の付け方・書き方
A. 脚注の付け方
脚注の付けたい場所にカーソルを持っていき、
メニューバーから　[挿入]　→　[脚注]

	設定項目
・挿入項目　　　　　：　　　[脚注]　ページの最後
・番号の付け方　　　：　　[自動脚注番号]　1,2,3,･･･
↓
[ok]を押す


　　　　
番号や、脚注の付く位置はワードが勝手にしてくれるので特に気にする必要はありません。
　付ける位置ですが、日本語と英語で、異なります。日本語の場合、一般的に句読点の前につけます。英語の場合は句読点の後となります。
	旬果搾りを飲みながらこのレジュメを作っています1。
International custom arises from the general practice among states.2


B. 脚注の書き方
模擬裁判マニュアルなどを見てしまうと、あれが規則であるかのように錯覚しがちですが、脚注の書き方についての規則はありません。脚注をつける上での注意事項はメモリアルを読む人は誰でも、その本文のオーソリティーを確認できるように記載することと、記載に仕方に統一性を保つことです。
　英語の論文を書く際の一般的脚注の付け方というのが存在しています。それが「BLUEBOOK」と呼ばれるものです。しかし、これは基本的に英語の論文向けであることに注意してください。また、それに縛られる必要もありません。脚注の最後に句読点が足りないだけで、減点されたりすることはありません。脚注は気楽に書いてください。
脚注を書くことより、書くための準備を十分にしておいてください。脚注に記載しなければならないことは、論文検索時にメモしておくようにし、使えそうな孫脚（参照論文内の脚注）もそれなりの見当をつけておく必要があります。
· すべての脚注に共通することは、脚注の最後に句読点をつけること。日本語だったら「。（まる）」、英語だったら「.（ピリオド）」をつける。また、ひとつの脚注に二つ以上の文献を入れる場合、「;（セミコロン）」でつなぐ。
· 文献（論文や本など）は、「著者名」を最初に書き「文献名」「参照ページ」と続くのが基本です。
· 日本語の場合、論文タイトルは「」で囲みます。本は『』で囲みます。特にカンマなどで区切る必要はありません。
· 英語の場合、論文タイトルはイタリックを使います。本タイトルは小型英大文字
というフォント文字飾りを使います。カギ括弧などを使わずカンマで、区切ります。
　それでは、よく使うと思われるものから、こんな書き方をしたら、betterというものを例として日本語・英語をそれぞれ記載していきます。
1. 論文
論文で、記載しなければならない事項は、「著者」「論文名」「掲載雑誌名」「掲載雑誌の巻号」「掲載雑誌の発行年」「参照ページ」です。BLUEBOOKによると「掲載雑誌上の論文の開始ページ」も記載することになっている（ようですが、別にいらないでしょう）。＊英語の書籍名は小型英大文字というフォント文字飾りです。
	松田竹男「いわゆる人道的干渉について」『国際法外交雑誌』第73巻5号21-23（1975）。

	Patrick M. Norton, A Law of the Future or a Law of the past? Modern Tribunals and the International Law of Expropriation, 85 Am. J. Int’l L. 474, 492 (1991). 


→英語のほうの解説ですが、Patrick M. Nortonが書いた論文で、「A Law of the Future or a Law of the past? Modern Tribunals and the International Law of Expropriation」というタイトルです。1991年発行の『Am. J. Int’l L.』85巻に掲載されていて、474ページから論文が始まります。参照ページは492ページとなります。
2. 本
本の場合も論文に近いです。「著者（訳本は訳者も）」「書籍名」「参照ページ」「版数及び、発行年」です。＊英語の書籍名は小型英大文字というフォント文字飾りです。
	エイクハ－スト＝マランチュク（長谷川正国訳）『現代国際法入門』119-21（1999）。

	Ian Brownlie, Principles of Public International Law 119-21 (4th ed. 1990).


3. 判例
判例は、英語の場合、「事件名、当事国、出典、事件の1ページ目のページ番号（PCIJの場合には事件の番号）、判決の日付」の順に書き、Separate opinionを引用する場合には、最後に、下記のようにして、付け加えるようです。
日本語訳を使う場合は下記のように本の場合と似たように記載するといいでしょう。もしくは、論文内の脚注からそのままいただきましょう。
	ニカラグア事件（ニカラグア対アメリカ合衆国）、波多野里望＝尾崎重義（編）『国際司法裁判所：判決と意見－第２巻（1964‐93年）』○頁（1996）

	Military and Paramilitary Activities (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14(June 27)(Separate Opinion of Judge Ago).


4. 条文・国連文書
決議の場合は、「決議番号、決議の載っていた文書の名前」という順に書いていきます。
	G.A. Res. 832, U.N. GAOR, 9th Sess., Supp. No.21, at 19, U.N. Doc. A/2890 (1954).


→1954年の国連総会第9会期、国連総会決議832号、21補足文書の19頁で、『U.N. Doc. A/2890』に掲載。というような内容。
　条約は、だいたい「条約名、締結した日付、二国間条約なら当事国、参照した条文、出典」のように書きます。
	Convention for the Avoidance of Double Taxation, 24 Nov. 1978, U.S.-Fr., art. 17, 32 U.S.T. 1935, 1959.


判例の場合同様、日本語の文献から参照することが多いと思います。その文献内から引用したり、条約集に掲載されるような条約などの場合、条約名及び、条文数だけ記載しておけばいいと思います。
5. 略称表記
既出したオーソリティーは略称表記によって、簡略化することができます。
「Ibid.」「Id.」…一つ前の脚注のオーソリティーと同じことを表します。
「supra note [脚注番号].」…[脚注番号]のオーソリティーと同じことを表します。
「hereinafter ～」…これは、最初に脚注が表記しておくのですが、日本語で言えば、「以下、～とする」という感じです。
「Ibid.」「supra note [脚注番号].」はページ数まで同じ場合はこれだけでokです。ページ数が違うときは最後に付け足してください。「supra note [脚注番号].」を使うときは、supraの前に著者名を書いておきます。略称表記で注意点は、脚注を加えたり、減らしたりすると、参照番号が変わるので、よく確認する必要があります。
	1 エイクハ－スト＝マランチュク（長谷川正国訳）[hereinafter エイクハースト]『現代国際法入門』119-21（1999）。
2 Ibid.

3 Ibid. 130.

4松田竹男「いわゆる人道的干渉について」国際法外交雑誌第73巻5号21-23（1975）。
5 エイクハースト、supra note 1. 130.


V. 体裁と書式
A. 「見出し」機能を使って体裁を整える。
最後の編集段階で、手作業でやると、これまた大変なのが、見出しの体裁を整えることである。しかし、目次のところで説明した「見出し1」「見出し2」「見出し3」・・・を使い、階層をつけて設定しておくと、それぞれのスタイル設定ごとに文字の大きさやアンダーライン、太字などの文字飾りを統一的に設定することが可能である。また、本レジュメのようにI.II.III･･･やA.B.C･･･、1.2.3.･･･のような数字などを自動で負荷させることも可能です。
1. 　「見出し○」ごとにフォントサイズや文字飾りなどを統一的に設定
メニューバーから　[書式]　→　[スタイル]

	スタイル名から変更したい「見出し○」を選択。
[変更]を押します。

	[書式]から「フォント」を選択。

	設定項目
・希望のフォントサイズや文字飾りを設定。
↓
[ok] [ok][設定]を押す


2. I.II.III･･･やA.B.C･･･、1.2.3.･･･のような数字などの体裁を付ける
メニューバーから　[書式]　→　[箇条書きと段落番号]

	「アウトライン」タブを選択し、一番右下を選択。
[変更]を押します。

	設定項目
・連番の書式グループを設定。
↓
[ok] [ok]を押す


B. メモリアル作成時の書式設定の注意事項
　一点目として、規則上の縦横の文字数（35×30）が、ワードの初期設定（40×36）と異なることを注意する必要がある。この文字数の差が大きさは、一目瞭然なので、書き始めのときから、規則上の文字数にあわせて書き始めることをお勧めします。ページ数にも制限があるので、減点の対象となるので、気をつけたい。変更方法は次の通り。
メニューバーから　[ファイル]　→　[ページ設定]

	「文字数と行数」タブを選択
設定項目
・「文字数と行数を指定する」をチェックする。
・文字数と行数を設定。
↓
 [ok]を押す


　二点目として、脚注の初期設定が行間詰めになっている。行間詰めになっている場合、詰まった分だけ、1ページの行数が増えているのである。規則上、脚注も入れて30行となっており、そのように増えることは減点の対象となる。変更方法は次の通り。
メニューバーから　[書式]　→　[スタイル]

	スタイル名から変更したい「脚注文字列」を選択。
[変更]を押します。

	[書式]から「段落」を選択。

	「インデントと行間隔」タブを選択
設定項目
・「間隔」グループの「1ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に合わせる」をチェックする。
↓
[ok] [ok][設定]を押す


C. セクションの区切り
セクションを区切るとどうなるのかというと、セクションごとに、ページ設定やページ数のリセットができるのである。具体的にいうと、通常、表紙が1ページとなるのであるが、本レジュメでは、表紙と1ページの間にセクションの区切りを入れてページをリセットすることにより、ひとつの文書として、完成された状態となっているのである。
メモリアル作成時には、理由付けの本文とそれ以外でページの割り振りをリセットするのが定番となっている。別に規則上はしなくても良いと思われるのであるが、印刷を分けることなく可能なのである。
メニューバーから　[挿入]　→　[改ページ]

	設定項目
・「セクション区切り」グループから「現在の位置から開始」を選択。
↓
 [ok]を押す


セクションごとにページ設定を変える
メニューバーから　[ファイル]　→　[ページ設定]

	「文字数と行数」タブを選択
設定項目
・「設定対象」で「このセクション」を選択。
・その他の諸設定を設定。
↓
 [ok]を押す


ページ番号
メニューバーから　[挿入]　→　[ページ番号]

	「書式」を押す

	「連続番号」グループで「開始番号」を設定します。
↓
[ok] [ok]を押す


� [書式設定]ツールバーとは、左から三つ選択ボックスになっていて、順番にスタイル（「標準」「見出し１」「脚注文字列」etc）、フォント（「MS明朝」「Century」「MSゴシック」etc）、文字サイズ等の設定ができるものです。


� 小型英大文字はメニューバーから[書式]→[フォント]で設定できます。
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